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議案第８３号 

 

   令和４年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和４年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり議会の認定に

付する。 

 

  令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員

の審査意見を付けて、議会の認定を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（決算） 

第２３３条 （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査

委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければな

らない。 

４～７ （略） 
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議案第８４号 

 

令和４年度西条市水道事業会計決算の認定について 

 

令和４年度西条市水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第８５号 

 

令和４年度西条市病院事業会計決算の認定について 

 

令和４年度西条市病院事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第８６号 

 

令和４年度西条市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

令和４年度西条市公共下水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第８７号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 西衛施工第２号西条市やすらぎ苑改修事業の内火葬炉設備等工事について、次のと

おり請負契約を締結するため、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

  令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 契約の目的  
  西衛施工第２号 

西条市やすらぎ苑改修事業の内 火葬炉設備等工事  
 
２ 契約の方法  
  一般競争入札  
 
３ 契約の金額  
  ３１２，４００，０００円  
 
４ 契約の相手方  

富山県富山市奥田新町１２番３号 

株式会社宮本工業所 

代表取締役 宮 本 芳 樹 
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提案理由 

 西衛施工第２号西条市やすらぎ苑改修事業の内火葬炉設備等工事請負契約の締結に

ついて、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５

，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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議案第８８号  
 

西条市印鑑条例の一部を改正する条例について 
 

西条市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年９月５日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市印鑑条例の一部を改正する条例 

西条市印鑑条例（平成１６年西条市条例第１５３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

第１７条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録の証明を受けようとする者

は、個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。

）第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書をい

う。）が記録された個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードをい

う。）又は移動端末設備用利用者証明

用電子証明書（公的個人認証法第３５

条の２第１項に規定する移動端末設備

用利用者証明用電子証明書をいう。）

が記録された移動端末設備（電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）第

１２条の２第４項第２号ロに規定する

移動端末設備をいう。）を利用して、

自ら多機能端末機（本市の電子計算機

と電気通信回線で接続された端末機 

         であって、印鑑登

録証明書を自動的に交付する機能を有

するものをいう。）に暗証番号その他

第１７条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録の証明を受けようとする者

は、利用者証明用電子証明書    

    （電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。

）第２２条第１項に規定する利用者証

明用電子証明書        をい

う。）が記録された個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードをい

う。）              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

           を利用して、

自ら多機能端末機（本市の電子計算機

と電気通信回線で接続された民間事業

者が設置する端末機であって、印鑑登

録証明書を自動的に交付する機能を有

するものをいう。）に暗証番号その他
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必要な事項を入力することにより、市

長に印鑑登録証明書の交付を申請する

ことができる。 

必要な事項を入力することにより、市

長に印鑑登録証明書の交付を申請する

ことができる。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 
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提案理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

３７号）の一部が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第８９号  
 

西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例について  
 

西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年９月５日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例  
西条市空家等対策審議会条例（平成２８年西条市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査し、及び

審議する。 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査し、及び

審議する。 

(1) 空家等対策計画（空家等対策の推

進に関する特別措置法（平成２６年

法律第１２７号。以下「法」とい

う。）第７条第１項に規定する空家

等対策計画をいう。）の作成及び変

更に関すること。 

(1) 空家等対策計画（空家等対策の推

進に関する特別措置法（平成２６年

法律第１２７号。以下「法」とい

う。）第６条第１項に規定する空家

等対策計画をいう。）の作成及び変

更に関すること。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 法第２２条第３項に規定する措置

命令に関すること。 

(3) 法第１４条第３項に規定する措置

命令に関すること。 

(4) 法第２２条第９項及び第１０項に

規定する代執行に関すること。 

(4) 法第１４条第９項及び第１０項に

規定する代執行に関すること。 

(5) （略） (5) （略） 

附 則  
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和

５年法律第５０号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行す

る。  
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提案理由 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第５

０号）が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第９０号  
 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例について  
 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年９月５日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市火災予防条例の一部を改正する条例 

西条市火災予防条例（平成１６年西条市条例第２０６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（変電設備） （変電設備） 

第１１条 屋内に設ける変電設備（全出

力２０キロワット以下のもの及び次条

に掲げるものを除く。以下同じ。）の

位置、構造及び管理は、次に掲げる基

準によらなければならない。 

第１１条 屋内に設ける変電設備（全出

力２０キロワット以下のもの及び次条

に掲げるものを除く。以下同じ。）の

位置、構造及び管理は、次に掲げる基

準によらなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(3)の２              

   建築物等の部分との間に換

気、点検及び整備に支障のない距離

を保つこと。 

(3)の２ キュービクル式のものにあっ

ては、建築物等の部分との間に換

気、点検及び整備に支障のない距離

を保つこと。 

(3)の３～(10) （略） (3)の３～(10) （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（急速充電設備） （急速充電設備） 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設

備内部で変圧して、電気自動車等（電

気を動力源とする自動車、原動機付自

転車、船舶、航空機その他これらに類

するものをいう。以下同じ。）にコネ

クター（充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下

同じ。）を用いて充電する設備（全出

力２０キロワット以下のものを除く。

）をいい、分離型のもの（変圧する機

能を有する設備本体及び充電ポスト

（コネクター及び充電用ケーブルを収

納する設備で、変圧する機能を有しな

いものをいう。以下同じ。）により構

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設

備内部で変圧して、電気自動車等（電

気を動力源とする自動車、原動機付自

転車、船舶、航空機その他これらに類

するものをいう。以下同じ。）にコネ

クター（充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下

同じ。）を用いて充電する設備（全出

力２０キロワット以下のものを除く。

）をいい、分離型のもの（変圧する機

能を有する設備本体及び充電ポスト

（コネクター及び充電用ケーブルを収

納する設備で、変圧する機能を有しな

いものをいう。以下同じ。）により構
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成されるものをいう。以下同じ。）に

あっては、充電ポストを含む。以下同

じ。）の位置、構造及び管理は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

成されるものをいう。以下同じ。）に

あっては、充電ポストを含む。以下同

じ。）の位置、構造及び管理は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) その筐体は雨水等の浸入防止の措

置を講ずること。 

(4) 雨水等     の浸入防止の措

置を講ずること。 

(5)～(19) （略） (5)～(19) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（蓄電池設備） （蓄電池設備） 

第１３条 蓄電池設備（蓄電池容量が１

０キロワット時以下のもの及び蓄電池

容量が１０キロワット時を超え２０キ

ロワット時以下のものであって蓄電池

設備の出火防止措置及び延焼防止措置

に関する基準（令和５年消防庁告示第

７号）第２に定めるものを除く。以下

同じ。）は、地震等により容易に転倒

し、亀裂し、又は破損しない構造とす

ること。この場合において、開放形鉛

蓄電池を用いたものにあっては、その

電槽は、耐酸性の床上又は台上に設け

なければならない。 

第１３条 屋内に設ける蓄電池設備（定

格容量と電槽数の積の合計が４，８０

０アンペアアワー・セル未満のものを

除く。以下同じ。）の電槽は、耐酸性

の床上又は台上に、転倒しないように

設けなければならない。ただし、アル

カリ蓄電池を設ける床上又は台上にあ

っては、耐酸性の床又は台としないこ

とができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外

に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上

に設ける電気事業者用のもの、蓄電池

設備の出火防止措置及び延焼防止措置

に関する基準第３に定めるもの並びに

消防長が火災予防上支障がないと認め

る構造を有するキュービクル式のもの

を除く。）にあっては、建築物から３

メートル以上の距離を保たなければな

らない。ただし、不燃材料で造り、又

は覆われた外壁で開口部のないものに

３ 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等

の浸入防止の措置を講じたキュービク

ル式のものとしなければならない。 
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面するときは、この限りでない。 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に

設ける蓄電池設備の位置、構造及び管

理の基準については、第１０条第４

号、第１１条第１項第３号の２、第５

号、第６号及び第９号並びに第１１条

の２第１項第４号の規定を準用する。 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に

設ける蓄電池設備の位置、構造及び管

理の基準については、第１０条第４

号、第１１条第１項第３号の２、第５

号、第６号及び第９号並びに第２項並

びに本条第１項 の規定を準用する。 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使

用に際し、火災の発生のおそれのある

設備のうち、次に掲げるものを設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨

を消防長に届け出なければならない。 

第４４条 火を使用する設備又はその使

用に際し、火災の発生のおそれのある

設備のうち、次に掲げるものを設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨

を消防長に届け出なければならない。 

(1)～(12) （略） (1)～(12) （略） 

(13) 蓄電池設備（蓄電池容量が２０

キロワット時以下のものを除く。） 

(13) 蓄電池設備         

                

(14)、(15) （略） (14)、(15) （略） 

別表第３（第３条、第１８条関係） 別表第３（第３条、第１８条関係） 

種類  離隔距離(cm) 

 入

力 

上

方 

側

方 

前

方 

後

方 

備

考 

（略）         

厨房

設備 

気 体

燃 料

(略)         

固 体

燃 料

不 燃

以 外 

木炭

を燃

料と

する

もの 

炭

火

焼

き

器 

― １

０

０ 

５

０ 

５

０ 

５

０ 

 

不燃 木炭

を燃

料と

する

もの

炭

火

焼

き

器 

― ８

０ 

３

０ 

― ３

０ 

 

種類  離隔距離(cm) 

 入

力 

上

方 

側

方 

前

方 

後

方 

備

考 

（略）         

厨房

設備 

気 体

燃 料

(略)         
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（略）        

(略)           
 

（略）        

(略)           
   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関

を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の西条市火災予防条例（以下

「新条例」という。）第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げる

ものを除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設

置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１１条第１項第３号の２

（新条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条第３項、第１２条第２項及び第

３項並びに第１３条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適

合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１３条

第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第１３

条第１項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるものの

うち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から

起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しな

いものについては、当該規定は、適用しない。 
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提案理由 

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等

の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和

５年総務省令第４８号）が公布されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするも

のである。 

  



27 

報告第１５号 

 

   令和４年度西条市公共下水道事業会計継続費精算報告書について 

 

 令和４年度西条市公共下水道事業会計継続費に係る継続年度が別紙のとおり終了し

たので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第２項の

規定により、報告する。 

 

  令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



別紙　　令和４年度　西条市公共下水道事業会計継続費精算報告書

国庫補助金 企業債
損益勘定保留資

金等

円 円 円 円

1 資本的支出 1 建設改良費 元 385,416,000 192,708,000 173,400,000 19,308,000

2 259,484,000 129,742,000 116,700,000 13,042,000

3 361,200,000 180,600,000 162,500,000 18,100,000

4 0 0 0 0

計 1,006,100,000 503,050,000 452,600,000 50,450,000

款 項 事　業　名

全　体　計　画

三津屋ポンプ場新設
工事委託料

年割額

左の財源内訳年度
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国庫補助金 企業債
損益勘定保留資

金等
国庫補助金 企業債

損益勘定保留資
金等

円 円 円 円 円 円 円 円

125,900,000 62,950,000 56,600,000 6,350,000 259,516,000 129,758,000 116,800,000 12,958,000

389,000,000 194,500,000 175,000,000 19,500,000 △ 129,516,000 △ 64,758,000 △ 58,300,000 △ 6,458,000

233,200,000 116,600,000 104,900,000 11,700,000 128,000,000 64,000,000 57,600,000 6,400,000

258,000,000 129,000,000 116,100,000 12,900,000 △ 258,000,000 △ 129,000,000 △ 116,100,000 △ 12,900,000

1,006,100,000 503,050,000 452,600,000 50,450,000 0 0 0 0

左の財源内訳
年割額と支払義
務発生額の差

左の財源内訳

実　　　　　績 比　　　　　較

支払義務
発生額
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関係法令 

 地方公営企業法施行令 

（継続費） 

第１８条の２ （略） 

２ 管理者は、継続費に係る継続年度（継続費に係る支出予算の金額のうち法第２６

条第１項又は第２項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越され

た年度）が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第３０条第１

項の書類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合にお

いて、地方公共団体の長は、法第３０条第６項の書類の提出と併せて、これを議会

に報告しなければならない。 

３ （略） 
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報告第１６号 

 

   令和４年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比 

率の報告について 

 

 令和４年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率について、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、次のとおり議会に報告する。 

 

  令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和４年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率の状況 

 

１ 財政健全化判断比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項関

係） 

（単位：パーセント） 

比    率 西条市比率  
早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

① 実質赤字比率 ― 

 

11.86 以上 20.00 以上 

② 連結実質赤字比率 ― 16.86 以上 30.00 以上 

③ 
実質公債費比率 

（３か年平均） 
7.1 25.0 以上 35.0 以上 

④ 将来負担比率 51.4  350.0 以上  

※ ①実質赤字比率と②連結実質赤字比率は、黒字決算であれば「―（傍

線）」と表示される。 

※ ③実質公債費比率と④将来負担比率は、暫定値 

 

 

２ 公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比    率 会 計 区 分 西条市比率 

 

経営健全化 

基準 

⑤  

公営企業に

おける資金

不足比率 

港湾上屋事業特別会計 
公営企業に

おける資金

不足は無し 

20.0 以上 小松地域交流事業特別会計 

本谷温泉事業特別会計 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健

全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとと

もに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

２～７ （略） 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１７号 

 

令和４年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和４年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和４年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１８号 

 

令和４年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和４年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和４年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
病院事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１９号 

 

令和４年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和４年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和４年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
公共下水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第２０号 

 

市道飯岡４号線の道路の段差による物損事故に伴う和解及び損害賠償の 

額の決定の専決処分について 

 

 市道飯岡４号線の道路の段差による物損事故に伴い、次のとおり和解すること及び

損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

これを報告する。 

 

  令和５年９月５日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第８号 

 

   専決処分書 

 

 市道飯岡４号線の道路の段差による物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次

のとおり専決処分する。 

 

  令和５年８月１０日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方 

省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、道路賠償責任保険から支払われる損害

賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

車両の損害に係る額 金２３，７６０円 

(3) 本件示談のほか、双方の間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

(4) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 市道飯岡４号線の道路の段差による物損事故について、相手方と示談による解決

を図るため専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 


